
 

 

< 注記（総括）> 

 

（１） 重要な会計方針 

 

   ① 運営費交付金収益の計上基準 

 業務のための支出額を限度として収益化する方法（費用進行基準）を採用して

おります。 

 

    ② 減価償却の会計処理方法 

     Ⅰ 有形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 

建物          2～50 年 

構築物         2～50 年 

機械及び装置       3～17 年  

車両運搬具        5～6 年 

工具器具備品    2～20 年 

 

 また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額につい

ては、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております 

 

   Ⅱ 無形固定資産 

     定額法を採用しております。 

     なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（3
～5 年）に基づいております。 

 

③ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

 退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給

付に係る引当金は計上しておりません。 

 なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、

会計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加

額を計上しております。 

 

  ④ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

          貯蔵品 
      最終仕入原価法 

未成受託研究支出金 

           個別法による低価法 



 

 

 

 

⑤ 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計算方法 

 

     政府出資の機会費用の計算に使用した利率 

      平成 19年 3月末の10年もの国債の利率を参考に 1.650％で計算しております。 

 

⑥ リース取引の処理 

 リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

  ⑦ 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

 

  ⑧ 固定資産の減損に係る会計処理 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準「固定資産の減損に係る独立

行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」（平

成 17 年 6 月 29 日独立行政法人会計基準研究会等）を適用しております。これに

より、電話加入権が４４４，６００円減少しております。なお、損益外減損損失

累計額については、当該資産の金額から直接控除しております。  

 

（２） 貸借対照表関係 

 

  ① 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 

               １，０１３，６０８，９７６ 円 

  ② 減損会計 

     当事業年度において、損益外減損損失累計額４４４，６００円を計上しています。

減損を認識した資産は、以下のとおりです。 

 

   Ⅰ 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価格等の概要 

 

種 類 場 所 １回線あたり帳簿価格 

電話加入権 産業安全研究所 ７２，０００円 

 

   Ⅱ 減損の認識に至った経緯 

    電話加入権については、市場価格が帳簿価格に比して著しく下落していたため、

減損の兆候が認められました。 

市場価格の回復の見込があるとは認められないため、減損を認識いたしました。 



 

 

 

   Ⅲ 減損額 

    減損額のうち損益計算書に計上した額（損益内減損損失） 

     該当ありません。 

 

    減損額のうち、行政サービス実施コスト計算書に計上した額（損益外減損損失）  

 

種 類 損益外減損損失 

電話加入権 ４４４，６００円 

 

    Ⅳ 回収可能サービス価額 

     使用価値相当額を使用しております。使用価値相当額（ＮＴＴの公定価格３７，

８００円）が、市場価格を上回るため、固定資産の減損に係る独立行政法人会計

基準等に従い、使用価値相当額を採用いたしました。 

 

     ３６，０００円×１．０５×１３回線＝４９１，４００円 

 

（３） キャッシュ・フロー計算書関係 

① 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳  

現金及び預金   ７２２，９７６，０２６ 円 

 

② 重要な非資金取引 

     ファイナンス・リースによる資産の取得 １５０，４１８，５００円 

     旧産業医学総合研究所の資産等の承継（（５）追加情報参照） 

 
（４） 区分経理 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第 11 条に基づき労働福祉事業として行

われるものに係る経理（労働福祉事業勘定）とその他の業務に係る経理（一般勘

定）とに区分しております。 
 
（５） 追加情報 

平成１８年４月１日に独立行政法人産業医学総合研究所と統合し、新たな独立行

政法人労働安全衛生総合研究所として発足いたしました。 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員会が決定し

た公正な評価額による評価が行われ、国が承継する資産を除きその一切の権利及び

義務を承継しております。 

 

 



 

 

 

【統合により、産業医学総合研究所より承継した資産及び負債・資本の内訳】 

 （単位：円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

資産の部 

流動資産 

 現金及び預金 

 たな卸資産 

 未収金 

 前払費用 

固定資産 

有形固定資産  

建物 

 構築物 

 機械装置 

 車両運搬具 

 工具器具備品 

 土地 

無形固定資産 

電話加入権 

 

資産合計 

 

513,194,665

699,243

1,437,844

124,538

2,566,177,445

72,876,914

125,624,324

1,791,482

468,430,578

1,858,379,000

50,400

5,608,786,433

負債の部 

流動負債 

未払金 

未払費用 

未払国庫納付金 

預り金 

固定負債 

資産見返運営費交付金

資産見返寄附金 

資産見返物品受贈額 

負債合計 

 

資本の部 

資本金 

 政府出資金 

 

 

負債資本合計 

 

312,917,094

7,719,933

193,846,941

2,010,322

391,434,144

2,352,861

76,370,281

986,651,576

4,622,134,857

5,608,786,433

 


